
報告第７号

新居浜市・別子山村合併協議会委員の交替等について

新居浜市・別子山村合併協議会委員の交替等について次のとおり報告する。

平成１５年３月２４日提出

新居浜市・別子山村合併協議会

会 長 佐 々 木 龍

新居浜市・別子山村合併協議会委員の交替等について

新居浜市・別子山村合併協議会規約第 条第１項第１号及び同項第７号に定める委員に7

ついて、新居浜市 片上孝光助役の辞職に伴い、新たに新居浜市 鈴木暉三弘助役が選任

されたので、次のとおり委員の委嘱及び解職を行った。

また、同項第６号に定める委員について、佐々木義實委員の死亡に伴い、次のとおり解

職を行った。

区 分 委嘱された委員 解職となった委員 委嘱日又は解職日

規約第７条第１項

第１号委員 ― 片 上 孝 光 平成14年12月31日

（助 役）

規約第７条第１項

第１号委員 鈴 木 暉 三 弘 ― 平成15年1月1日

（助 役）

規約第７条第１項

第７号委員

（両市村の職員のう ― 鈴 木 暉 三 弘 平成14年12月31日

ちから両市村の長

が協議して定めた

者）

規約第７条第１項

第６号委員

（両市村の長がそれ ― 佐 々 木 義 實 平成14年12月19日

ぞれ定めた学識経

験を有する者）



報告第８号

合併協定調印式以後の経過について

平成１４年１１月２日の合併協定調印式以後の合併に関する経過を、次のとおり報告す

る。

平成１５年３月２４日提出

新居浜市・別子山村合併協議会

会 長 佐 々 木 龍



合併協定調印式以後の経過について

年 月 日 内 容

平成１４年

１１月 ２日 ・合併協定調印式

８日 ・新居浜市臨時市議会 合併関連議案議決

別子山村臨時村議会 〃

１２日 ・新居浜市長と別子山村長が愛媛県知事に廃置分合申請を行う。

１２月 ９日 ・愛媛県議会で市村の廃置分合議案 議決

１２日 ・愛媛県知事が市村の廃置分合を決定し、総務大臣に届出する。

１８日 ・別子山村森林組合 電気供給事業を住友共同電力株式会社に承

継する旨、両者合意。

平成１５年

２月 ３日 ・総務大臣 告示

・新居浜市 字の区域を新たに画する旨の告示を行う。

（字名 別子山を新設）

１８日 ・合併村民懇談会（新居浜市主催・別子山村にて開催）

２５日 ・愛媛県 字の区域を新たに画する旨の告示を行う。

２７日 ・別子山村長 特別講演会(新居浜市職員管理職等対象）

２８日 ・宇摩地区広域市町村圏組合 別子山区域内の消防事務の委託に

関する規約の議案を提案及び議決

月 ３日 ・新居浜市議会 合併協議会廃止議案及び合併関連議案提出3

１１日 ・別子山村議会 合併協議会廃止議案等 議案提出及び可決



報告第９号

別子山村の特別職の職員の身分の取扱いについて

別子山村の特別職の職員の身分の取扱いに関する協議について両市村の長の協議の結果

を、次のとおり報告する。

平成１５年３月２４日提出

新居浜市・別子山村合併協議会

会 長 佐 々 木 龍

新居浜市及び宇摩郡別子山村の廃置分合に伴う特別職の職員の

身分の取扱いに関する協議書

平成１５年４月１日から宇摩郡別子山村を廃し、その区域を新居浜市に

編入することに伴う別子山村の特別職の職員の身分の取扱いについて、合

併協定書の「９ 特別職の職員の身分の取扱い」の協議事項に基づき、次

のとおり定めるものとする。

１ 別子山村長は、失職するものとする。

、 。２ 別子山村助役は 新居浜市の非常勤の参与として任用するものとする

３ 別子山村教育長は、新居浜市の一般職の職員（新居浜市の課長職）と

し て 、 身 分 を 引 き 継 ぐ も の と し 、 そ の 際 の 、 給 与 、 配 置 及 び そ の

他 の 取 扱 い に つ い て は 、 新 居 浜 市 の 職 員 と 均 衡 を 失 し な い よ う

公 正 に 取 り 扱 う も の と す る 。

平成１５年３月１２日

新居浜市長 佐 々 木 龍

別子山村長 和 田 秋 廣



報告第１０号

別子山村区域内の消防事務の取扱いについて

新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託に関する規約が宇

摩地区広域市町村圏組合議会で平成１５年２月２８日議決されたので、次のとおり報告す

る。

平成１５年３月２４日提出

新居浜市・別子山村合併協議会

会 長 佐 々 木 龍



議 案 第 １ 号

新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託に

関する規約の制定について

新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託に関する規約を別

紙のように定める。

平成１５年２月２８日提出

宇摩地区広域市町村圏組合

理事会代表理事 篠 永 善 雄

議案説明

新 居 浜 市 別 子 山 区 域 内 に お け る 消 防 事 務 の 委 託 要 請 に 伴 い 、 地 方 自 治

法 第 ２ ５ ２ 条 の １ ４ の 規 定 に よ り 、 新 居 浜 市 と の 消 防 事 務 の 委 託 に 関

する規約を定めるものである。



新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託に

関する規約

（委託事務の範囲）

第１条 新 居 浜 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う ）は、新居浜市別子山区域内にお。

け る 消 防 に 関 す る 事 務 （ 以 下 「 委 託 事 務 」 と い う ）の管理及び執行を。

（ 「 」 。） 。 、宇摩地区広域市町村圏組合 以下 乙 という に委託する ただし

次の各号に掲げる事務については、この限りではない。

（１）消防団に関する事務

（ ２ ） 消 防 水 利 施 設 の 設 置 、 維 持 及 び 管 理 に 関 す る 事 務

（３）火災予防に関する事務

（４）火災原因調査に関する事務

（５）愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１

号）に規定する高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に関する事

務

（管理及び執行の方法）

第２条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、乙の条例及

び 規 則 そ の 他 の 規 程 （ 以 下 「 条 例 等 」 と い う ）の定めるところによる。

ものとする。

（経費の負担方法）

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

こ れ を 乙 に 納 付 す る も の と す る 。

２ 前項の経費の額及び納付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める

ものとする。この場合において、乙の長は、あらかじめ委託事務に要す

る経費に関する書類を甲の長に送付しなければならない。

（予算の計上）

第４条 乙の長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出につ

いては、乙の歳入歳出予算において計上するものとする。



（収入の帰属）

第５条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、すべて乙の収入

とする。

（経理）

第６条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について

は 、 そ の 経 理 を 明 確 に し て お く も の と す る 。

（事務管理状況等の通知）

第７条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行の状況

を甲の長に通知するものとする。

（決算の場合の措置）

第８条 乙の長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

６項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算を甲

の長に通知するものとする。

（条例等の制定又は改廃）

第９条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例

等を制定又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を甲の長に通

知 す る も の と す る 。

２ 前項の規定による通知があったときは、甲の長は直ちに当該条例等を

公表するものとする。

（水利施設）

第１０条 甲は、委託区域内の消火活動に常に有効に使用し得るよう水利

施設を設置し、維持及び管理するものとする。

（施設等の使用）

第１１条 甲は、乙が委託事務の管理及び執行のために必要な甲の施設等

を無償で乙に使用させるものとする。

（連絡会議）

第１２条 甲の長は、委託事務の管理及び執行について、乙の長と連絡調

整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。



（その他）

第 １ ３ 条 こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、 委 託 事 務 の 管 理 及 び 執

行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 甲 及 び 乙 の 長 が 協 議 し て 定 め る も の と

す る 。

附 則

（施行期日）

１ この規約は、平成１５年４月１日から施行する。

（規約の告示等）

２ 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等

が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

（委託事務の廃止の手続）

３ 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合は、４月前までに相手方

に通知し、協議しなければならない。

４ 委 託 事 務 の 全 部 若 し く は 一 部 を 廃 止 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 委

託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に 係 る 収 支 は 、 廃 止 の 日 を 以 っ て こ れ を

打 ち 切 り 、 乙 の 長 が こ れ を 決 算 す る 。 こ の 場 合 、 決 算 に 伴 っ て

生 ず る 剰 余 金 は 、 速 や か に 甲 に 還 付 し な け れ ば な ら な い 。



参照条文

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋

（協議会の設置）

第２５２条の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を

共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及

び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同

し て 作 成 す る た め 、 協 議 に よ り 規 約 を 定 め 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議

会 を 設 け る こ と が で き る 。

２（省 略）

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経な

ければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行につ

いて連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、こ

の限りでない。

４～６（省 略）

第２５２条の３～第２５２条の１３（省 略）

（事務の委託）

第２５２条の１４ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地

方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普

通 地 方 公 共 団 体 の 長 又 は 同 種 の 委 員 会 若 し く は 委 員 を し て 管 理 し 及

び 執 行 さ せ る こ と が で き る 。

２ 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止

しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議

してこれを行わなければならない。

３ 第２５２条の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の規定により普

通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくは

その事務の委託を廃止する場合に、同条第４項の規定は第１項の場合に

これを準用する。

第２５２条の１５～第２９１条の１５（省 略）



（ 普 通 地 方 公 共 団 体 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）

第２９２条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令

に 特 別 の 定 め が あ る も の を 除 く ほ か 、 都 道 府 県 の 加 入 す る も の に あ

つ て は 都 道 府 県 に 関 す る 規 定 、 市 及 び 特 別 区 の 加

入 す る も の で 都 道 府 県 の 加 入 し な い も の に あ つ て

は市に関する規定その他のものにあつては町村に関する規定を準用す

る 。



報告第１１号

電気供給事業について

電気供給事業について、次のとおり報告する。

平成１５年３月２４日提出

新居浜市・別子山村合併協議会

会 長 佐 々 木 龍

電気供給事業について

別子山村森林組合が行っている電気供給事業を平成１５年４月１日から住友共同電力株

式会社が同事業を承継することについて、別子山村森林組合、住友共同電力株式会社、別

子山村及び新居浜市は、平成１４年１２月１８日、基本合意書を取り交わした。



報告第１２号

別子山診療所について

別子山診療所について、次のとおり報告する。

平成１５年３月２４日提出

新居浜市・別子山村合併協議会

会 長 佐 々 木 龍

別子山診療所について

合併協定書の「２２－１４ 保健事業の取扱い（２）別子山村の地域医

療体制の整備については、医師会等との調整に努めるものとする 」の協。

議事項に基づき、平成１５年４月２日から、別子山診療所を次のとおり開

設する。

別 子 山 診 療 所 概 要

１ 名 称 新居浜市医師会別子山診療所

２ 住 所 新居浜市別子山乙２４１番地の６

新居浜市総合福祉センター別子山分館 内

３ 運 営 新居浜市医師会

４ 診 療 科目 内 科

日時 毎週木曜日１４時～１６時

但し、平成１５年４月は毎週水曜日１４時～１６時

５月１日は休診

休診日 国民の祝日、８月１６日、１０月１８日

１２月２９日～１月３日

５ 勤 務 者 医 師 山 岡 伸 三

看護師 高 橋 いづみ

事務員 三 浦 千 夏

６ その他 別子山診療所開所式は平成１５年４月２日（水）

１３時３０分からを予定


